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千葉市条例第  号 

   千葉市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部を改正する条例 

千葉市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

（平成２０年千葉市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に

下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（費用弁償） 

第４条［略］ 

２ 前項の旅費の種類及び額は、次に掲げるとお

りとする。 

（１）車賃 １キロメートルにつき ３７円 

（２）日当 １日につき １，９００円 

（３）宿泊料 １夜につき １６，５００円 

（４）食卓料 １夜につき ３，８００円 

［新設］ 

［新設］ 

［新設］ 

３ 前項に定めるもののほか、第１項の旅費の種

類、額及び支給方法については、特別職の職員

の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年千葉市条例第１７号）第９条の規

定を準用する。 

（費用弁償） 

第４条［略］ 

２ 前項の旅費の種目   は、次に掲げるとお

りとする。 

（１）鉄道賃 

（２）船賃 

（３）航空賃 

（４）その他の交通費 

（５）宿泊費 

（６）包括宿泊費 

（７）宿泊手当 

３ 前項に定めるもののほか、第１項の旅費の種

目、額及び支給方法については、特別職の職員

の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年千葉市条例第１７号）第９条の規

定を準用する。     

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第４条の規定は、この条例の施行の日以後

に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、

なお従前の例による。 
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議 案 説 明 

  国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に準じ、旅費の種目を

見直すため、条例の一部を改正しようとするものであります。 


